
医療技術評価提案書（保険未収載技術用）【概要版】 

 
※各項目のポイントを簡潔に記載すること。 
※技術の概要を平易な用語や図表を用いて、A4 用紙 1 枚でまとめた資料を添付すること。 
※既に記載されている様式を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、１枚に収めること。 

申請団体名 日本神経治療学会 

技術名 在宅（難病）コーディネーター 

技術の概要 在宅に必要な医療や諸制度を利用するためのコーディネートを行う 

対象疾患名 諸制度の利用を必要とするすべての疾患（特に神経難病やがんを含む終末期

医療） 

保険収載の必要性 症例によっては（特に神経難病）医療保険・特定疾患制度・介護保険・障害

者自立支援法など多くの制度を必要とするが、諸制度に精通していないと利

用は難しい。現在の介護保険のケアマネージャーの職域をこえるサービスで

あり、新たな職種として医療と介護の両面をコーディネートする人材が必要

【評価項目】  

Ⅰ-①有効性 

・治癒率、死亡率、QOL の改善等 

・学会のガイドライン等 

・エビデンスレベル 

患者が在宅生活に移行または継続する上で諸制度を利用することは不可欠

であり、コーディネーションを行う職種がいることでスムーズに在宅生活が

営め QOL が向上する。 

 
        エビデンスレベル（別紙参照）； Ⅰ Ⅱ Ⅲ ○Ⅳ  Ⅴ Ⅵ 

Ⅰ-②安全性 

・副作用等のリスクの内容と頻度 

人材のため安全性に抵触しない 

Ⅰ-③技術的成熟度 

・学会等における位置づけ 

・難易度（専門性、施設基準等） 

現状でもケアマネージャーや訪問看護、医療ソーシャルワーカーの一部はそ

れぞれ職域を超えてボランティアとして行っている。新たな職種（資格）と

して正当な評価を行いそのための教育が必要である。 

Ⅰ-④倫理性・社会的妥当性 

（問題点があれば必ず記載） 

今後の日本の在宅医療を支えるためには必須の人材である 

Ⅰ-⑤普及性 

・年間対象患者数 

・年間実施回数等 

諸制度を利用する対象者は医療処置などを必要とする障害者、難病患者、終

末期患者であり、全ての年齢に共通する 

Ⅰ-⑥効率性 

・新規性、効果等について既存の治

療法、検査法等と比較 

介護保険のケアマネージャー機能も包含し、より広い範囲のサービスをコー

ディネートすることで、有効な制度利用を推進できる。 

試算① 対象者数：要介護 3、要介護 4 又は要介護 5（約 120 万人）の 5％

と見積る。1 件当り月額 14,365 円（大田区例）のところを２万円とすると

差額約５千円。以上より 6 万人 X5000 円 X12 カ月＝36 億円 

試算② 現在の介護保険ケアマネージャー（約 4万人）の一部（10％として

4000 人）が相当すると考え、現在の平均年収 380 万平均年齢 44 歳（厚生労

働省の『賃金構造基本統計調査 平成 18 年版』より算出）を公務員福祉職給与 436 万

平均年齢 40 歳（平成 22年国家公務員給与等実態調査）程度に引き上げると

仮定。 

予想影響額   20～36 億         円 ○増・減 

既存の技術；診療報酬の区分番号      技術名        

Ⅰ-⑦診療報酬上の取扱  

・妥当と思われる区分 

（一つに○をつける） 

○C 在宅 D 検査 E 画像 F 投薬 G 注射 H リハビリ I 精神 

J 処置 K 手術 L 麻酔 M 放射線 N 病理・その他 

・妥当と思われる点数及びその根拠 点数 2000 点（１点１０円） 
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用）  

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本神経治療学会 

技術名 排痰補助装置加算 

診療報酬区分（1つに○） ○Ｃ 在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・○Ｊ 処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 
C170 

技術の概要 神経筋疾患における排痰補助装置の使用 

再評価区分 ○1 ．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 平成 22年度診療報酬改定において入院中でない人工呼吸を行っている患者

に保険適用が認められたが、多くの場合入院にて導入し、また人工呼吸を行

っていない患者においても有効な治療であるため、入院外来問わず、人工呼

吸器の使用の有無を問わず、使用できるようにすべきである。また、現在認

められているカフアシスト以外の排痰補助装置にも適応拡大をお願いした

い。 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

痰がらみの苦しみを解消でき、感染症を予防・改善することにより QOL は改

善し、生存期間の延長に寄与する。米国・欧州各国日本呼吸器学会ガイドラ

インにて使用が奨励され、海外での報告から効果も明らかである。この効果

は人工呼吸器装着の有無にかかわらずみられ、排痰補助装置を使用すること

で、人工呼吸器装着を回避できる症例も多い。 

点数の見直しの場合         点   →         点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在 650 人→ 

  約 2000 人 増・減・変化無し 

年間実施回数の変化 現在     回→ 

     回 増・減・変化無し 

 ※根拠 

排痰補助装置70％をカバーするデータによると平成22年 3月レンタル145台

に比べ 12 月では 453 台となっているが、施設内は 32 台が 46 台と微増してい

るに過ぎない。有効性は在宅でも施設内でも同様であるので、保険適用の違

いが反映されていると思われる。在宅患者が病院で導入し、在宅同様保険適

用で 3 倍になるとして計算。また排痰頬手段として現在の認められている機

器以外にも同様の効果を期待できるので、合わせてご評価いただきたい。 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 
予想影響額   0   円 増}・減 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

予想増加対象患者数 2000-650＝1350 人 

1350 人 X 1.8 万円 X 12 か月 ＝ 約 3億円 

一方感染防御の効果があるため、数ヶ月に 1 回抗生物質を用いていたのを防

げるとして一回の入院に 40 万円かかり、平均年 1回入院すると仮定すると 

1350 人 X1X40 万円＝5.4 億円減額 となり増減なしまたはむしろ減少と予測

する 
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Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

１．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 

Ⅲ-⑤その他  

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等 日本リハビリテーション学会、日本神経学会、日本温泉気候物理医学会、日

本脳卒中学会、日本小児神経学会 
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本神経治療学会 

技術名 在宅人工呼吸器加算 

診療報酬区分（1つに○） ○Ｃ 在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 
C164 

技術の概要 在宅人工呼吸療法を行っている患者に対する指導管理を行う 

再評価区分 ○1 ．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

○2 ．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 現在設定されている在宅人工呼吸器加算が他の療法（在宅酸素療法）に比べ

不当に低額であるため点数の見直しを要求する。 

身体障害者療護施設での使用にも適用拡大が必要 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

現行の在宅人工呼吸器加算は ①気管切開口を介した陽圧式人工呼吸療器加

算 7000 点、②鼻もしくは顔マスクを介した陽圧式人工呼吸器加算 6000 点

③陰圧式人工呼吸器加算 7000 点であるが、酸素濃縮器 4000 点、液化酸素

3970 点に比して機器の管理や使用も複雑であり、生命に直結する機器であり、

リスクが高く、はるかに機器管理に時間も手間もかかる。現状では①②につ

いては業者からの機器のレンタル料がかろうじてまかなえる程度であり、消

耗品分は持ち出しとなる。実際の機器管理にあてる点数の評価はないに等し

い。③にいたっては現在の機種は 13 万/月のレンタル料がかかるため、実質

在宅での利用ができない状態である。手間に応じた点数にすべきである。 

また、身体障害者療護施設では人工呼吸器加算の保険適用外となっているこ

とが受け入れ困難の理由の一つになっている。他の居宅施設や老人保健施設

などと同様に行っている医療処置についての点数を認めていただきたい。 

点数の見直しの場合  ①7000 ②6000 ③7000 点 → ①10000 ②8000 ③10000 点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在 1193    人→ 

   1193  人 増・減・変化無○し  

年間実施回数の変化 現在  14574   回→ 

   14574  回 増・減・変化無○し  

 ※根拠 

（平成 19 年度社会医療診療行為別調査算定状況は①1193、②14574、③0） 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 
予想影響額   6.4 億        円 増 
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（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

要望点数 ①10000 点 ②8000 点 ③10000 点 

気管切開口陽圧式人工呼吸器の差額 30000X1193 人 X12 ヶ月＝4.3 億円 

非侵襲的人工呼吸療法 マスクを介した陽圧式人工呼吸器療法 14574 人を対

象者と仮定し、陰圧式人工呼吸器 200 人と仮定して 20000X14574 人 X12 ヶ月

＋30000X200X12＝35.7 億 

在宅人工呼吸管理を引き受ける医療機関が少ないために在宅導入できず、

長期間入院生活を強いられている患者も多い。理由として大変な手間と責任

がかかる上に、消耗品なども考えると医療費が医療機関の持ち出しになる。

長期入院患者が在宅生活を選択できるようになれば、医療費の削減につなが

るのみならず、患者の QOL 向上に多大な貢献となる。点数が正当化されるこ

とで、在宅導入可能になる症例各県 10 人程度、年間約 400 人増加したとする

と 70万円/月/人の入院費がかかっていたとすると 400 人 X70 万円 X12 ヶ月＝

33.6 億円、 40 億―33.6 億円＝6.4 億円  

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

○1 ．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 

Ⅲ-⑤その他 在宅人工呼吸は患者の命に直結する治療法であり、安全に管理するためには

相応の評価が必要である。物ではなく手間を評価することが必要であり、結

果的に患者に対してよりよい医療が提供される。 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等 日本神経学会、日本小児神経学会、日本呼吸器学会 

 

 

1046



医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本神経治療学会 

技術名 在宅神経難病患者連携指導料（在宅患者連携指導料の特化型） 

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 Ｃ０１０ 在宅患者連携指導料 

技術の概要 在宅神経難病患者は長期の療養期間の間にその状態が変化しても専門医の診

察を受ける機会がない。そこでかかりつけ医からの求めに応じ、専門医が往

診し、在宅で両者が連携して診察した結果に基づき患者の治療方針決定や指

導を行う。 

再評価区分 １．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 在宅神経難病患者は長期の療養期間の間にその状態が変化しても専門医の診

察を受ける機会がない。そこでかかりつけ医からの求めに応じ、専門医が往

診し、在宅で両者が連携して診察した結果に基づき患者の治療方針決定や指

導を行う。 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

通院困難となった在宅神経難病患者は、かかりつけ医の往診によりケアされ

専門医の診察を受ける機会が少ない。しかし進行性の希少疾患ゆえにかかり

つけ医だけでは解決できない問題が生じることもあり、専門医と連携して診

療にあたる必要がある。神経難病患者の在宅移行にあたっては「専門医とか

かりつけ医の二人主治医制」が理想であるが、現在のシステムでは共同して

同一日に在宅診療にあたってもどちらか一方のみの保険請求しかできず、他

方の診療は無償となってしまう。日医総研の調査でも診療所間の連携は進ん

でいないと報告している（平成 21 年 4 月 2 日 MEDIFAX）が、今後在宅医療に

おいても専門的な知識が必要なときに両者が助け合えるようなシステム作り

が必要である。特に過疎地などで近隣に専門医がいない場合なども年に数回

でも専門医が出向いて行って診療に当たることで過疎地のかかりつけ医は日

頃の診療が担保され、患者も治療方針が追認されることでその安心は計り知

れない。このように在宅で連携して診療に当たった場合には、かかりつけ医

と専門医の両者を評価すべきであり、双方に指導料を認めていただきたい。 

 また回数制限については、すでにかかりつけ医が入っている患者が対象とな

るので、かかりつけ医あるいは専門医のいずれかが勝手に診療に行けるもの

ではない。したがって双方が必要と考えたときには月に何回までと制限せず、

必要な場合には必要度を詳記することで認めていただくことを希望する。 

点数の見直しの場合   900 点  →  1,800 点（双方に 900 点） 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在   0  人→ 

  5,000 人 増・減・変化無し 

年間実施回数の変化 現在   0  回→ 

    4 回 増・減・変化無し 

 ※根拠：在宅神経難病患者数万人のうち、病院受診へのアクセスが悪く、か

かりつけ医と専門医の共同診を必要する患者を 5,000 人と

想定し、各季 1回として平均年４回の診察と予測した。 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 
予想影響額   760,000 円  増・減 
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（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

この事業によって予想される医療費増分は、9000×5,000×4＝180,000 千円。

これによって半数は救急受診が減らせその 1 回分を 2,000 点と予測し、さら

に半数は 3 日間の入院および検査が減らせたとする。入院費を 1 日 3,500 点

と予測すると削減可能な医療費が救急分 2,500×20,000＝50,000 千円および

入院分 1,250×35,000×3＝131,250 千円の計 181,250 千円となり、180,000 千

円－181,250 千円で 1,250 千円の医療費減となる。 

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

１．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 

Ⅲ-⑤その他 神経難病を特に取り上げるのは、「D239-3 神経学的検査」が認められているよ

うに神経疾患、とくに神経難病はその病状把握と病態予測に専門医の診察が

必須だからである。 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等  
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本神経治療学会 

技術名 在宅患者訪問診療料、在宅患者訪問看護･指導料 

診療報酬区分（1つに○） ○Ｃ 在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 
C001、C005 

技術の概要 在宅あるいは居住系施設入所者等に対する計画的な医学管理の下に定期的に

訪問して診療を行う 

再評価区分 ○1 ．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 現在身体障害者療護施設に対する訪問診療・訪問看護は認められていないが、

ALS をはじめとした若年難病の方の受け入れ先となるべき身体障害者寮後施

設における訪問診療・訪問看護を認めて欲しい 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

身体障害者療護施設は ALS 個室の設定などもあり本来重度身体障害をもつ神

経難病患者の生活の場のひとつして期待されているが、現在の医療提供体制

では受け入れ困難なことが多い。在宅と同様必要時に訪問診療･訪問看護がう

けれられれば、神経難病の受け入れも推進できると考える。在宅破綻した若

年神経難病の方が行き場がない状況のなかで、非常に重要な生活の場となっ

ていくと思われる。同様に生活の場として施設内看取りの希望も施設側も入

所者側もあるが、他の居住系施設同様、がんの末期など訪問診療・訪問看護

が認められれば施設の有効活用となると思われる。    

点数の見直しの場合         点   →         点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在 0    人→ 

  50   人 ○増・減・変化無し 

年間実施回数の変化 現在 0    回→ 

  50   回 ○増・減・変化無し 

 ※根拠 

予想は困難であるが、このような点数がつくことで身体障害者療護施設での

神経難病の受け入れが推進されると思われる。当初は少数

と予想する。 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 
予想影響額 900 万円 減 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

居住系施設入所者である患者の場合 200 点 月 4回訪問するとして、 

訪問診療 4X12 ヶ月 X 200 点 X 10 円 X 50 人 ＝ 480 万円 

訪問看護 4X12 ヶ月 X 430 点 X 10 円 X 50 人 ＝ 1032 万円 

但し、在宅から施設に移行する場合は増減なし、さらに入院が回避できると

すると年間 50 人分の入院費が必要なくなるため、入院費が月 40 万円として 

40 万 X12 ヶ月 X 50 人 ＝ 2400 万円 
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Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

○1 ．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 

Ⅲ-⑤その他 入院よりも居住系施設における生活のほうが一般に QOL は高いといえる。若

年神経難病の入居先として重要である。また、在宅看取りと同様に施設内看

取りもできるようにすべきである 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等 日本リハビリテーション学会、日本神経学会 
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本神経治療学会 

技術名 在宅陰陽圧式人工呼吸器加算 

診療報酬区分（1つに○） ○Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 
C164-3 

技術の概要 在宅陰陽圧式人工呼吸療法を行っている患者に対する指導管理を行う 

再評価区分 １．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

○2 ．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 現在設定されている在宅陰圧式人工呼吸器加算では機器の費用をカバーでき

ず実質的に利用が困難なため点数の見直しを要求する 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

体外式陽・陰圧人工呼吸療法は陽圧式人工呼吸器とは違い胸郭外陽・陰圧式

の呼吸であることから生理的な呼吸に近く、循環動態にも良い影響を及ぼす。

非侵襲であることは基より人工呼吸を受けながら会話や食事ができ、排痰促

進や呼吸リハビリも同時に施行できる機能を兼ね備えている。しかし在宅で

の使用に関して保険点数が低いので現在在宅使用は出来きず、長期入院にな

る症例もある。現在の点数（7000 点）は平成 22 年度診療報酬改定で見直され

たものではあるが、現在用いられている体外式陽・陰圧人工呼吸器の実際の

レンタル料（月 13 万円強）とかけ離れているので現状にあった点数に改善を

希望します。 

点数の見直しの場合         点   → 10000        点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在  0   人→ 

  200   人 ○増 ・減・変化無し 

年間実施回数の変化 現在  0   回→ 

   200  回 ○増 ・減・変化無し 

 ※根拠 

在宅人工呼吸療法を必要とする患者の一部が対象。平成 19 年度社会医療診療

行為別調査では算定はなかったが、経済的にも在宅で可能となれば、使用患

者は増加すると思われるがもともとの対象疾患は少ない。 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 
予想影響額    1.8 億      円 増 
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（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

現在 NPPV を使用している患者の一部や、長期入院となっている患者などが対

象になると思われ、おおよそ年間 200 名程度と予測して推計 

10000 点 X12 ヶ月 X200 名＝24000 万円（2.4 億円） 

仮にこれまで在宅導入できなかった患者が保険点数が正当化されることによ

り、各県 1人程度年間約 50 人在宅導入可能になったとすると、入院医療費を

70 万円/人/月として 

50 人 X70 万円 X12 ヶ月＝42000 万（4.2 億円） 

実際には現在診療代＋材料代｛RTX 本体レンタル料金（￥130,000/月）＋キュ

イラス代（￥1,500～4,800/月）＋キュイラスシール代（￥5,200～18,900）｝

がかかっている。※本体料金に関しては今後見直しの可能性がある。 

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

○1 ．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 

Ⅲ-⑤その他 排痰効果もあり、従来の NPPV に比べ侵襲度が皆無なため QOL 向上に非常に貢

献する。在宅での十分な診療報酬がないために入院を余儀なくされている成

人/小児が多数存在する。実態にあった在宅での保険適応を考慮願いたい。 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等 日本神経学会、日本小児神経学会、日本呼吸器学会 
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本神経治療学会 

技術名 ヘッドアップティルト試験前後での血中カテコラミン３分画測定 

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 
D008 16 血中カテコラミン 3分画 

技術の概要 ヘッドアップティルト試験の前後、すなわち臥位時と立位時で 2 回採血を行

い、血中カテコラミン（特にノルアドレナリン、アドレナリン）値の測定を

行って、ティルトによる影響で交感神経活動にどれだけの賦活が生じている

かどうかを判定する。 

再評価区分 １．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 ヘッドアップティルトを行って起立性低血圧が生じた場合に、それが体液量

低下か、交感神経出力不足か、心機能不全からかの判定が必要になる。本測

定を組み合わせることにより交感神経の出力が充分か否かの判定が可能とな

る。 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

血中カテコラミン値は年齢を考慮して判定する必要があり、特に血中ノルア

ドレナリン値は、安静状態の若年者では 100pg/ml 以下でも正常の場合がある

が、高齢者では交感神経障害を考える必要がある。さらにヘッドアップティ

ルト試験を行ったうえでその前後を比較すると通常は 60～100%の上昇が見ら

れ、それが見られない場合は交感神経障害を考える必要がある（自律神経機

能検査 第 4 版；p136, 2007）。また血中アドレナリン値は、起立性体血圧が

生じた際にそれが危機的状況で副腎髄質機能が正常であれば上昇するが、交

感神経機能障害では上昇しない。このようにヘッドアップティルト試験前後

で血中カテコラミン３分画の値を比較することで、交感神経の「反応性」「予

備能」がわかり、検査による診断能力が大いにアップする。 

点数の見直しの場合  190 点   →  380 点  

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在 166,000 人→ 

  166,000 人 増・減・変化無し 

年間実施回数の変化 現在 1～2 回→ 

  1～2 回 増・減・変化無し 

 ※ 根拠 

現在主として失神の症状を呈した患者を対象としてヘッドアップティルト試

験が行われている。その年間発生者が上記人数で、この試験を行った際には

本検査を並行して行うことが、交感神経障害の診断に必須である。 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 
予想影響額  207,540 千円 増・減 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

2 回施行することで 1 回施行との差は(3,800－1,900)×166,000＝315,440 千

円。 

一方、血中カテコラミン３分画測定を行わなければヘッドアップティルト試

験の価値が半減してしまう。するとヘッドアップティルト試験で生み出され

るはずの医療費への影響 215,800 千円の約半分が無駄になってしまうので、

107,900 千円はこの検査を行うことで、価値が出てくると考えられる。よって

315,440 千円―107,900 千円＝207,540 千円の増と予測される。 
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Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

１．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 

Ⅲ-⑤その他 ヘッドアップティルト試験は保険未収載技術として提出中。 

日本自律神経学会 編「自律神経機能検査 第４版」にも本測定により責任病

巣がより明確にできるとされている（p.138）。 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等 日本自律神経学会 新美由紀、日本神経学会 國本雅也 
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本神経治療学会 

技術名 経皮的血液ガス分圧測定 

診療報酬区分（1つに○） ○Ｃ在宅・○Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 
D222 

技術の概要 経皮血液ガス分析装置を用いて非侵襲的に血中ガス分圧測定および血液ガス

連続測定を行う 

再評価区分 ○1 ．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 現在は新生児にしか認められていないが、神経筋疾患の呼吸不全の予後予測

に睡眠時の血中 CO2 濃度の測定が重要であり、治療介入の判断基準になるた

め成人の呼吸不全に対しても適用として欲しい 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

呼吸筋麻痺をきたす神経筋疾患では PaCO2 異常を伴うため、PaCO2 の測定が病

態の把握や治療方針の決定に重要であるが、経皮 PaCO2 測定は成人では保険

収載がされていない。現在は保険収載されている動脈血ガス分析にて、PaCO2

測定を行っているが患者への苦痛を伴い、睡眠時測定ができないなどの問題

点がある。連続測定により正確な予後予測が可能となり、従来の動脈血ガス

分析のような苦痛を与えない方法として成人に対しても保険収載を希望す

る。 

点数の見直しの場合         点   →         点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在     人→ 

 20 万 人 増・減・変化無し 

年間実施回数の変化 現在   回→ 

 24  回 増・減・変化無し 

 ※根拠  

実際に保険収載されたときに想定される対象は肺胞換気量が昼夜問わず、も

しくは夜間のみに血中二酸化炭素異常の合併が疑われる呼吸不全や睡眠時無

呼吸症候群（肥満低換気症候群・Cheyne・Stokes 呼吸）である。具体的には

在宅酸素療法（HOT）患者総数 12 万人、NPPV 患者 1.8 万人 1)、高二酸化炭素

血症を伴う睡眠時無呼吸症候群潜在患者約 200 万人中の約 5％と考えると、総

計約 20～25 万人（男性：女性≒20万人：2万人）2)。 

１）高崎雄司ほか：在宅人工換気、第 12 回呼吸療法認定士講習会テキスト、

呼吸療法認定士認定委員会編,2006 2)粥川裕平：睡眠呼吸障害の疫学と社会

的インパクト，睡眠呼吸障害 Update：ｴﾋﾞﾃﾞﾝｽ、課題、展望，井上雄一，山城

義広，編著，日本評論社，東京，2002 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 
予想影響額  4.32 億   円 増・○減  
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（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

対象 20万人が平均月2回 1時間以内測定したと仮定して20万人 X100点 X24/

年＝4.8 億円 増額、動脈血液ガス分析を代用したと考えて 20 万人 X190 点

X24 回/年＝9.12 億円 減額 総計 4.32 億円減少 

（参考 現在の診療報酬）   

経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定 1 時間以内又は一時間につき

100 点、5時間以上一日 600 点、動脈血ガス分析:150 点＋40 点（動脈血採血）

＝190 点×実施回数、 

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

○1 ．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 

Ⅲ-⑤その他 海外で広く使用されており、国際規格（IEC60601-2-23）が定められている。

成人、小児、新生児及び出産時の胎児を含め、認められている。生命維持に

直結する判断を非侵襲的に行えるという点で QOL の向上に寄与する検査であ

り、適切な介入を適切な時期に行うことで生命予後も改善される 1,2)。 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等 日本リハビリテーション学会、日本神経学会 
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本神経治療学会 

技術名 脳血管疾患等リハビリテーション料 

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・○Ｈ リハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 
H001 

技術の概要 脳血管疾患等リハビリテーション料 

再評価区分 ○1 ．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 同一月に介護保険でリハビリテーションを受けている場合でも、医学的に必

要性がある場合は医療保険におけるリハビリテーションを受けることを認め

ていただきたい。 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

現在継続的に介護保険を利用してリハビリテーションを受けていると、医療

保険でのリハビリテーションの請求ができない。しかし、実際には介護保険

において特に作業療法士や言語聴覚士等の専門のリハビリスタッフは地域で

不足しており、通常のリハビリは介護保険で行うとしても、特殊な評価や指

導などは医療保険でのリハビリの併用が必要なことがある。そのような場合

には介護保険でのリハビリテーションと医療保険でのリハビリテーションの

併用を認めていただきたい。 

点数の見直しの場合         点   →         点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在     人→ 

  72000 人 ○増・減・変化無し 

年間実施回数の変化 現在     回→ 

  360000 回 ○増・減・変化無し 

 ※根拠 

介護保険の通所リハビリが月間3000千件、600千人、内1％を対象とすると、

年間360千件、72千人 

1％の根拠が具体的にあるわけではない 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 
予想影響額     7 億   円 ○増・減 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

H001 １のイ 245点 通所リハビリ 約830円 2450－830＝1620円 

2月に1回受診するとして、6回X 72000人X1620円＝7億 

 

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

○1 ．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 
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Ⅲ-⑤その他  

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等 日本リハビリテーション学会、日本神経学会、日本摂食・嚥下リハビリテー

ション学会、日本脳卒中学会 
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本神経治療学会 

技術名 難病患者リハビリテーション料 

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・○Ｈ リハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 
H006 

技術の概要 外来難病患者を対象にしたグループリハビリテーション 

再評価区分 ○1 ．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 障害児（者）リハビリテーション料の施設基準と同様に看護師、理学療法士、

作業療法士の脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）、（Ⅱ）または（Ⅲ）、

運動器リハビリテーション料（Ⅰ）、または（Ⅱ）および呼吸器リハビリテー

ション料（Ⅰ）、または（Ⅱ）における常勤従事者との兼任を可能にしてほし

い。 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

難病患者の機能維持、向上のためにはリハビリテーションは重要であり、特

にグループリハビリテーションが有効な場合がある。現在の難病患者リハビ

リテーション料はそれ故に保険収載されているが、施設基準が厳しく、実際

に即したものになっていないため、制度はあっても使えないものになってい

る。難病患者数は少ないため、連日難病リハビリテーションを行えるわけで

はないのに、看護師および理学療法士または作業療法士が専従となっている

ため、例えば週１回難病リハビリテーションを行いたい場合、そのためだけ

に要員を確保しなければならないのは非現実的である。  

点数の見直しの場合         点   →         点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在     人→ 

     人 増・減・変化無○し  

年間実施回数の変化 現在     回→ 

     回 増・減・変化無○し  

 ※根拠 

予想は困難であるが、現在でも脳血管疾患等リハビリテーションを受けてい

るかたが集団リハビリテーションに移行するだけと考えられるので増減なし

とした。 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 
予想影響額     0    円 増・減 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

現在も行っているリハビリを、週に 1 日程度グループリハまたは難病に特化

したプログラムに変換する施設がほとんどであると予想され、増減はないと

思われる 

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

○1 ．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 
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Ⅲ-⑤その他  

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等 日本リハビリテーション学会、日本神経学会 

 

 

1060



医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本心血管インターベンション治療学会 

技術名 経皮的冠動脈ステント留置術 

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 ○Ｋ手術 

診療報酬番号 
K549 

技術の概要 冠動脈ステントを留置し冠動脈硬化症に伴う狭窄の拡張 

再評価区分 １．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

点数の見直し（増点） 

具体的な内容 手術材料が算定出来ず赤字増強のため、手技料の加算の設定を要望する。 

点数 *27,000 点 （１点１０円） 

≪1≫  外保連試案点数（試案にない場合は妥当な点数）：37,618 点 

≪2≫  別途請求が認められていない必要材料と価格（定価）：155,950 円 

 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

前回の改定によって経皮的冠動脈ステント留置術の点数は22,000点にへ引き

下げられた。しかし、手術材料で算定できない Y 次管、インデフレーターな

どの必要材料のコストを含めると現在の点数では赤字にならざるを得ない。

よって手技量の加算を設定することが妥当である。 

 

急性心筋梗塞の予後は冠動脈形成術によって著しく改善した。現在 6%程度の

死亡率となっている。心筋梗塞の発症時間は早朝、深夜が多く、救急対応、

緊急の処置を病院に呼び出され実施している。時間の拘束されるのみならず、

緊急の対応は極めて重労働である。よって、緊急症例はさらに 5,000 点の増

点を要望する 

点数の見直しの場合  22,000 点   →  27,000 点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在  120,000 人→ 

  120,000 人 変化無し 

年間実施回数の変化 現在 200,000 回→ 

 200,000 回 変化無し 

 上記経皮的冠動脈形成術の年間総数は約 23 万件と推測される。一回の手技で

1.7 病変の治療が実施され、冠動脈ステント留置術は全手技の 9割と推測され

る 

●薬剤溶出ステントにより再狭窄は著しく減少。症例数の増加はないと推測

される 

●適応の拡大もほぼ確立されており、大きな増加はないと推測される 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 予想影響額 0 円 増 

今回の増点×手技数＝ 50,000 円× 200,000 （ 120,000 人× 1.7 ）＝

10,000,000,000 円 

緊急症例 50,000 円×24,000（120,000×20%）＝1,200,000,000 
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（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

経皮的冠動脈形成術全体の年間総数は約 23 万件と推定。その中でステント治

療は 20 万件と推測される。経皮的冠動脈形成術はカテーテル類のコストが大

きな割合を占め、全体的なコスト縮小を阻む最大要因といえる。1件あたり約

50,000 円（5,000 点増点とし 100 億円）の手技料の増加分は、カテーテル類

の特定医療材料の償還価格の調整で十分に代替が可能。医療費総額を増加さ

せずに内容を適正化させる手段と考える。 

本邦では欧米諸国に比し冠動脈形成術による治療が急性心筋梗塞に対し積極

的に実施されている。その治療効果は絶大であり緊急症例に加算することは

妥当と考える。 

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

１．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

Ⅲ-⑤その他 外保連試案コード：TGX‐H2‐S81-0203200 

技術度：D 医師（術者以外）：2 看護師：2 その他：2 所要時間（分）：

120 

 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等  
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本心血管インターベンション治療学会 

技術名 経皮的冠動脈形成術（高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテルによる）

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 ○Ｋ手術 

診療報酬番号 
K548 

技術の概要 冠動脈硬化症に伴うプラークを切削し、狭窄した血管を治療する。 

再評価区分 １．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

点数の見直し（増点） 

具体的な内容 手術材料では算定できない Y 字管、インデフレーターなどの必要材料のコス

トを含めると現在の点数では赤字にならざるを得ない。特に、先年問題とな

ったトランスデューサーの滅菌再利用についても、冠動脈形成術を受ける患

者の数が多いため、施設の持ち出しでは限界であったことが理由と考えられ

る。よって算定の見直しを求める。 

点数 *27,000 点 （１点１０円） 

≪1≫  外保連試案点数（試案にない場合は妥当な点数）：37,618 点 

≪2≫  別途請求が認められていない必要材料と価格（定価）：154,375 円 

 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

手術材料では算定できない Y 字管、インデフレーターなどの必要材料のコス

トを含めると現在の点数では赤字にならざるを得ない。特に、先年問題とな

ったトランスデューサーの滅菌再利用についても、冠動脈形成術を受ける患

者の数が多いため、施設の持ち出しでは限界であったことが理由と考えられ

る。よって算定の見直しを求める。 

点数の見直しの場合  22,000 点   →  27,000 点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在  9,500 人→ 

  9,500 人 変化無し 

年間実施回数の変化 現在 9,500 回→ 

 9,500 回 変化無し 

 冠動脈インターベンション 23 万件、一回 1.7 病変として 135,000 症例。 

本手技は全体の 7%程度であり 94,500 回 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 予想影響額 475000000 円 増 

9,500 件×50,000 円＝475,000,000 円 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

薬剤溶出型ステントにより成績は改善され、本デバイスの使用頻度が増加す

ることは想定できない 

しかし、透析症例などある一定の症例で絶対的必要性があり減少もないと推

測される。 

ステントの成績は、良好にステントを拡張することで改善し、合併症も減少

する。ステントの良好な拡張を得るため特殊な病変においてこのデバイスは

有効であり必須である。 
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Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

１．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

Ⅲ-⑤その他 外保連試案コード：TGX‐N2‐S81-0203000 

技術度：D 医師（術者以外）：2 看護師：2 その他：2 所要時間（分）：

120 

 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等  
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医療技術評価提案書（保険未収載技術用）【概要版】 

 
※各項目のポイントを簡潔に記載すること。 
※技術の概要を平易な用語や図表を用いて、A4 用紙 1 枚でまとめた資料を添付すること。 
※既に記載されている様式を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、１枚に収めること。 

申請団体名 日本人工臓器学会 

技術名 周術期血糖管理（人工膵臓を用いたもの） 

技術の概要 周術期患者に対して人工膵臓を用いて、連続的に血糖値を測定し、その血糖

値を基に、予め設定された目標血糖値に人工膵臓により自動的に血糖値を調

整するようにインスリン又はグルコースを注入する周術期管理法。 

対象疾患名 食道・肝胆膵の外科手術患者 集中治療室の重症患者（150mg/dL 以上の高

血糖を示す又は予測される患者） 

保険収載の必要性 治療の普及が促進され、治療成績向上の恩恵を多くの患者が受け取ることが

可能。 

【評価項目】  

Ⅰ-①有効性 

・治癒率、死亡率、QOL の改善等 

・学会のガイドライン等 

・エビデンスレベル 

エビデンスレベル（別紙参照）； II   
人工膵臓を用いたランダム化比較試験の結果より、従来技術と比べ創部感染（SSI）
の減少・在院日数・医療費が削減したと報告されている。（Okabayashi T 他 Diabetes 
Care; 0:dc08-2107v1-0, 2009） 

Ⅰ-②安全性 

・副作用等のリスクの内容と頻度 

低血糖のリスクが回避され、安全性は高い。また、低血糖以外の副作用の報

告も過去にない。 

Ⅰ-③技術的成熟度 

・学会等における位置づけ 

・難易度（専門性、施設基準等） 

問題なし（人工膵臓による血糖管理技術は、過去 20 年の糖尿病患者の検査

及び管理での臨床使用実績があり、これまで問題なく使用しているので、技

術的成熟度に問題はなく、手技に熟練が要らない。） 

Ⅰ-④倫理性・社会的妥当性 

（問題点があれば必ず記載） 

問題なし 

Ⅰ-⑤普及性 

・年間対象患者数 

・年間実施回数等 

年間対象患者数   168,852     人 

年間実施回数   1      回 

H21 社会医療診療行為別調査、H20 患者調査より食道・肝胆膵外科、敗血症、

脳神経外科、心臓外科の総患者数は 168,852 人 

Ⅰ-⑥効率性 

・新規性、効果等について既存の治

療法、検査法等と比較 

①医療費の総額：当該技術に係る診療報酬料 

103,300 (円)×168,852(人)×1(回)＝174.4 億円 

②減少すると予想される医療費：Okabayashi T 他の論文(上述)によれば、

従来技術の医療費は、一人当たり$21,879 で、当該技術では$16,407 と報告

されている。 

($21,879-$16,407)×169,000(人)×1(回)＝785.4 億円(1 米ドル 85 円と換

算)①－②＝174.4 億－785.4 億＝-610.9 億円 

上記仮定から、年 610.9 億円の医療費削減の効果が予測される。  

予想影響額  61,090,000,000 円 減  

既存の技術；診療報酬の区分番号  技術名    

Ⅰ-⑦診療報酬上の取扱  

・妥当と思われる区分 

（一つに○をつける） 

C 在宅 D 検査 E 画像 F 投薬 G 注射 H リハビリ I 精神 

J 処置 K 手術 L 麻酔 M 放射線 N 病理・その他  ○Ｊ処置 

・妥当と思われる点数及びその根拠 点数 10,330  点（１点１０円） 

≪1≫  外保連試案点数（試案にない場合は妥当な点数）：7,222 点 

根拠：13,736 円（医療機器使用料）＋58,480 円（人件費） 

（医療機器使用料）500 万円の購入価で耐用年数を 7年、週 1回使用してい

くと仮定し、1回治療あたり 13,736 円 （人件費）外保連試案 58,480 円（『生

体検査報酬に関する外保連試案』第 4版平成 19 年 11 月） 

≪2≫  別途請求が認められていない必要材料と価格（定価）：31,040 円 

（医療材料、医薬品等）専用回路・薬液、生理食塩水、へパリン、インスリ

ン、ブドウ糖注射液、静脈留置カテーテル 
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○技術の概要：
・人工膵臓は、連続的に血糖値を測定してモニタリングしながら、必要な量のインスリンまたは
グルコースを患者に投与し、血糖値を自動的にコントロールすることができる装置である。

・この装置を使用し、周術期の血糖管理を行うことで、厳格で安全な血糖管理を、医療スタッフ
の負担を増やすことなく実施することができ、また患者予後向上にも効果が期待できる。

技術名：周術期血糖管理（人工膵臓を用いたもの）

血糖連続測定

血糖
自動コントロール

フィードバック
制御

○対象疾患名：
・食道・肝胆膵の外科手術患者
・集中治療室の重症患者

○現在行われている治療との比較
・現在、血糖管理は、医療スタッフによる間欠的な
血糖測定と、インスリン・グルコース投与により
行われている。

・近年、厳格な血糖管理が注目されて、各施設で
独自に行われている。しかし、目標とする血糖値
の達成・安定維持が困難なこと、低血糖の発生や
スタッフ負担の増加などが問題になっている。

・本技術を用いることで、安全な血糖管理を自動的
に実現できる。また、厳密な血糖管理によって、
創部感染の減少などの予後向上が期待でき、
更には入院期間の短縮が期待できる。

自動・連続採血により

常時、血糖値の測定・
モニタ リングを行う。

専用アルゴリズムに
より、逐次、インスリンや
グルコースの必要量を
計算し、自動投与する。

人工膵臓STG-55

○診療報酬上の取扱
・妥当と思われる区分： J 処置
・妥当と思われる点数： 10,330点
（根拠：医療機器使用料、人件費、医療材料・医薬品価格より算出）
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本人工臓器学会 

技術名 埋込型補助人工心臓 

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 ○Ｋ手術 

診療報酬番号 
K604-4 

技術の概要 埋込型補助人工心臓は保険償還条件の緩和について 

再評価区分 １．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等） 

具体的な内容 埋込型補助人工心臓は保険償還条件の緩和について 

点数 （1月につき）6,000 点 （１点１０円） 

≪1≫  外保連試案点数（試案にない場合は妥当な点数）：*すでに保険償還

(K604 埋込型補助人工心臓)が存在（K604-4 現行 1 月につき 6,000 点） 

≪2≫  別途請求が認められていない必要材料と価格（定価）：特になし 

 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

①再評価の理由 

現実に則した 91 日目以降(1 月につき)6,000 点の適応基準の緩和および本手

術料(K604 4)と退院後に運用される B001 19 埋込型補助人工心臓指導管理料、

算定条件の適正化は必須の急務であると考え、強く要望するものである。 

 

点数の見直しの場合  点   →  点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在  40 人→ 

  60 人 増 

年間実施回数の変化 現在 40 回→ 

 60 回 増 

 ドナー心提供が極端に少ない本邦では移植待機期間が極めて長期に及び、埋

込型補助人工心臓の普及を図るべきで、漸増し 5 年後には年間 100 例程度植

え込まれると見込まれる。 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 予想影響額 800000000 円 減 

東洋紡補助人工心臓 40 例を含め、年間 100 例に埋込型補助人工心臓が使用さ

れ、平均 3年間補助する。新たに埋込型補助人工心臓が 60 例に使用されるが、

これらの症例の内科入院治療費を考慮した場合、8億円の医療費削減が期待で

きる。 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

3 年間補助で東洋紡補助人工心臓は 1 例あたり 7,000 万円かかり、埋込型は

4,000 万円となり、3,000 万円の節約となる。現在ブリッジ使用は年間 40 例

であり、埋込型にすることで 1例あたり 3,000 万円、40 例で 12 億円節約でき

る。新たに埋込型が 60 例に使用され、1例あたりの 3年間の総医療費は 24 億

円であるが、増加した 60 例の入院治療費(平均月額 50～100 万円×60 人×36

カ月=10.8～21.6 億円)で、8億円の医療費削減となる。 
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Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

１．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

Ⅲ-⑤その他 外保連試案コード：*‐*‐* 

技術度：* 医師（術者以外）：* 看護師：* その他：* 所要時間（分）：

* 

 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等  
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本人工臓器学会 

技術名 埋込型補助人工心臓装着術 

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 ○Ｋ手術 

診療報酬番号 
K604 

技術の概要 埋込型補助人工心臓の適応基準 

再評価区分 １．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等） 

具体的な内容 埋込型補助人工心臓は保険償還条件の緩和について 

点数 *算定用件の見直しのため同点数 点（１点１０円） 

≪1≫  外保連試案点数（試案にない場合は妥当な点数）：118,248 点 

≪2≫  別途請求が認められていない必要材料と価格（定価）：72,384 円 

 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

K604(1)の後半を「移植を行わなければ救命困難な症例に対して、循環改善を

目的として実施される」と訂正し、規定の緩和を要望する。 

点数の見直しの場合  点   →  点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在  40 人→ 

  60 人 増 

年間実施回数の変化 現在 40 回→ 

 60 回 増 

 ドナー心提供が極端に少ない本邦では移植待機期間が極めて長期に及び埋込

型補助人工心臓の普及を図るべきである。 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 予想影響額 1200000000 円 減 

東洋紡補助人工心臓を埋込型補助人工心臓に変更した場合、移植までの 2～3

年間の治療で、1例あたり 3,000 万円程度、40 例で 12 億円の保険医療費の節

減になる。 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

埋込型補助人工心臓は心臓移植へのブリッジでは、2～3 年の補助の場合、1

例あたり 3,000 万円の節約になる。年間 40 例の症例が体外設置型ではなく埋

込型の使用により、12 億円の保険医療費が節約できる。 

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

１．特になし（別紙及び添付文書は不要） 
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Ⅲ-⑤その他 外保連試案コード：N00‐H3‐S81-0221400 

技術度：D 医師（術者以外）：3 看護師：2 その他：3 所要時間（分）：

360 

 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等  
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本人工臓器学会 

技術名 人工膵臓 

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 ○Ｄ検査 

診療報酬番号 
D231 

技術の概要 連続的に末梢静脈の血糖値を測定し、自動的にその血糖値を目標値に近づく

ようにインスリン、グルコースを注入することで血糖値を調整する技術。 

再評価区分 １．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

その他出来高評価の算定ができるようにしていただきたい。 

具体的な内容 高度な手技・処置・検査などが対象になる出来高評価の算定ができるように、

保険既収載技術 D231 を再評価いただきたい。 

点数 10,330 点 （１点１０円） 

≪1≫  外保連試案点数（試案にない場合は妥当な点数）：7,222 点 

根拠：13,736 円（医療機器使用料）＋58,480 円（人件費） 

（医療機器使用料）500 万円の購入価で耐用年数を 7年、週 1回使用していく

と仮定し、1回治療あたり 13,736 円 

（人件費）外保連試案 58,480 円（『生体検査報酬に関する外保連試案』第 4

版平成 19 年 11 月） 

≪2≫  別途請求が認められていない必要材料と価格（定価）：31,040 円 

（医療材料、医薬品等）専用回路・薬液、生理食塩水、へパリン、インスリ

ン、ブドウ糖注射液、静脈留置カテーテル 

 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

人工膵臓は高度な手技・処置・検査であり、診療報酬が 5,000 点（D231)とさ

れている一方で、出来高評価算定されず、包括評価に含まれている。一方、

心臓カテーテル法や内視鏡検査など、比較的高度な手技、処置、検査などが

対象になる「出来高評価」の算定があり、本技術 D231 は出来高評価に含まれ

るべきである。 

点数の見直しの場合  5,000 点   →  10,330 点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在  146,000 人→ 

  169,000 人 増 

年間実施回数の変化 現在 146,000 回→ 

 169,000 回 増 

 社会医療診療行為別調査（H.21 年）によると食道・肝胆膵外科手術患者は

23,196 人、脳神経外科手術患者は 93,804 人、心臓血管外科手術患者は 49,152

人、患者調査（H.20 年）によると、敗血症総患者数は 2,700 人と集計され、

合計約 169,000 人。 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 予想影響額 61090000000 円 減 
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（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

①医療費の総額：当該技術に関わる診療報酬料 103,300(円)×169,000(人)×

1(回)＝174.5 億円 ②減少すると予想される医療費：Okabayashi T らの論文

によれば、従来技術の医療費は、一人当たり$21,879 で、当該技術では$16,407

と報告されている。（$21,879－$16,407）×169,000(人)×1(回)＝785.4 億円

（1 米ドル 85 円と換算）①－②＝－610.9 億円。従って年 610.9 億円の医療

費削減の効果が予測される。 

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

２．あり（別紙に記載） 

Ⅲ-⑤その他 外保連試案コード：51‐1‐3 

技術度：E 医師（術者以外）：0 看護師：1 その他：0 所要時間（分）：

200 

 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等  

 

 

1072



医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本心身医学会 

技術名 心身医学療法（外来） 

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 
Ｉ００４ 

技術の概要 心身症の患者に対して、一定の治療計画に基づいて、身体的病態と心理・社

会的要因との関連を明らかにするとともに、当該患者に対して心身両面から

のアプローチを行うことにより、症状の改善又は疾病からの回復を図る治療

法。 

再評価区分 １．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 初診５００点、再来４００点（３０分以上）、３３０点（３０分未満）（いず

れも週１回）実施者は心療内科を標榜している精神科以外の診療施設で以下

の施設基準を満たすもの。 

施設基準：心療内科臨床歴３年以上の経験医が常勤、心療内科を標榜してお

り、個室診察室を常備、心理士が週３日以上勤務している施設 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

心身症患者は、背景に心理社会的ストレスがあり、その治療には主治医だけではなく

心理士などのコメディカルスタッフの協力の下での強力な心理的なアプローチが必要

であるが、現状では初診 110 点、再来 80点である。一方で精神科を標榜している施設

では通院在宅精神療法でも心身症は算定可能であり、初診 500 点再診 400 点である。

しかしながら心療内科医はその歴史からも内科を中心とした一般科医が心身症を専門

的に見ている施設も多く、そのさいには非常に低い心身医学療法料しか算定できずに

極めて不平等になっている。心理士や個室診察室などの適切な心身医療を実践してい

る心療内科施設の評価を改めてお願いしたい。施設基準を満たす施設は全国的にも数

十施設にとどまり医療費の増大にはつながらない。 

点数の見直しの場合  初診 110 点、再来 80 点    → 初診 500 点、再来 400 点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在詳細不明であるが対象患者は 50 施設、300 名・

月で年間のべ 15 万名 増・減・変化無し 

年間実施回数の変化 現在詳細不明であるが初診 5000 回、再診 120000 回 

増・減・変化無し 

 ※根拠 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 
予想影響額 約４億  円 増・減 

（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

予想される改定金額は５億５００万円だが、 

減少：現行の心身医学療法では４１５０万円。すでに通院在宅精神療法で診

療している施設ではその額が更に減額となり医療費に与える影響は更に少な

い。 

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

１．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 
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Ⅲ-⑤その他 特になし 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等 日本心身医学会、日本心療内科学会、日本女性心身医学会、 

日本小児心身医学会 
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用）63-既① 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 日本腎臓学会 

技術名 尿中マイクロアルブミン検査 

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・○Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 
D001-10 

技術の概要 POCT もしくは一般生化学自動分析機器システムを用い、尿中のマイクロアル

ブミンを測定する。 

再評価区分 ○1 ．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 現行の診療報酬では、糖尿病患者にのみ尿中マイクロアルブミン検査が認め

られているが、糖尿病患者以外にも CKD(慢性腎臓病)への進展が疑われる患者

に同じ点数の診療報酬を認めることを提案する。 

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

現在、日本の成人人口における CKD 患者数は、約 1330 万人と推計され、CKD

の早期発見、早期診断が急務とされる。現在の CKD の診断基準で CKD と診断

されない場合（尿蛋白検査が陰性、GFR が 60 ml/min 以上）でも尿中マイク

ロアルブミンが陽性の場合（*1, *2, *3）があり、そのまま放置していると

CKD に進展することから、尿中マイクロアルブミンは CKD の重要な独立した危

険因子（*2）とされている。海外では CKD の指標として尿中マイクロアルブ

ミン検査を用いており（*4）、CKD の進行を抑制している。しかしながら、日

本では診療報酬が認められていないので CKD 診療ガイド p35（*5）、日本高血

圧ガイドライン 2009（*6）にその検査が薦められている程度に留まっている。

また現実には、これら診療ガイドラインを知る患者から尿中マイクロアルブ

ミン検査を求められることが多々あり、現場では混乱している。 

これらを考慮し、糖尿病患者以外にも CKD が疑われる患者に尿中マイクロア

ルブミンの診療報酬を認めることを提案する。（* 参考文献番号） 

点数の見直しの場合         点   →         点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在 0 人→    

  95 万人 ○増・減・変化無し 

年間実施回数の変化 現在  0 回→ 

    4   回 ○増・減・変化無し 

 ※ 根拠 

2010 年患者調査より非糖尿病性の高血圧症患者数を推計し、平光（血圧

vo.16,no.12 2009）（1）より、CKD とは診断されてはいないが、尿中マイクロ

アルブミンが陽性の患者の比率からその患者数を推計。 

そのうち CKD が疑われる患者数は、Verhave Kidney Intl. vol.66 Supplement 

92(2004)（2） より、尿中マイクロアルブミン陽性から CKD を発症した対象

患者を推計。 
Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 

予想影響額        476 億円 増・○減  
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（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

・予想される当該技術に係る医療費 

対象患者＝7,967,000 (人)1)ｘ0.32472)ｘ0.36533)＝944,989 → 95 万人 
 当該技術に係る医療費： 

1150４)（円）×95（万人）×4（回）＝43.7 億円 → 44 億円 

 
1) 7,967,000：2010 年患者調査による非糖尿病性高血圧患者（7）    

2)0.3247 ：高血圧患者で CKD でない患者の比率（平光による）（1） 
3) Verhave らによる尿中マイクロアルブミン陽性から CKD を発症した患者の

割合（2） 

4) 希望する保険点数（現行の糖尿病に設定されている保険点数）（8） 

 

・ 当該技術の保険収載に伴い減少又は増加すると予想される医療費 

 治療に ARB 薬剤を用いた場合：150.3(円)５） x 95 万（人）x 365 (日)＝521

億 1600 万円 → 520 億円  

従って、尿中マイクロアルブミン測定を診療報酬上認めることにより 

520 億円－44 億円＝476 億円の医療費の削減になると推定される。 

注） 
5)ARB 薬剤 1日の薬価（9） 

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

○1 ．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 

Ⅲ-⑤その他 特になし 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等 日本高血圧学会、日本内科学会、日本循環器学会、日本透析学会、日本糖尿

病学会、日本臨床検査医学学会 
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医療技術再評価提案書（保険既収載技術用） 
 

 

※ 本紙に既に記載されている内容を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、２枚に収めるこ

と。欄外には記載しないこと。また、別紙への記載が必要な場合は３枚に収めること。 

申請団体名 社団法人 日本腎臓学会 

技術名 イヌリンクリアランスの生体検査としての診療報酬算定の適正化要望 

診療報酬区分（1つに○） Ｃ在宅・Ｄ検査・Ｅ画像・Ｆ投薬・Ｇ注射・Ｈリハビリ・Ｉ精神・Ｊ処置・

Ｋ手術・Ｌ麻酔・Ｍ放射線・Ｎ病理・その他 

診療報酬番号 
Ｄ286 

技術の概要 糸球体濾過量の精密測定は糸球体で濾過され尿細管で輸送・代謝されない 

物質の腎クリアランスとして測定される。このような物質としてイヌリンが 

ありイヌリンクリアランスが腎臓能測定の国際的な標準法である。 

再評価区分 １．算定要件の見直し（適応疾患の拡大、施設基準、回数制限等）  

２．点数の見直し（増点）    

３．点数の見直し（減点）  

４．点数の見直し（別の技術料として評価） 

５．保険収載の廃止 

６．その他（                   ） 

具体的な内容 糸球体濾過量測定精密検査「生体検査料（Ｄ286 肝及び腎のクリアランステス

ト）」として腎クリアランステストに該当するものは、ＰＳＰ、チオ硫酸等を

負荷して行うクリアランステスト、腎血漿流量測定、糸球体濾過値測定に対

し 150 点の診療報酬が認められているが、イヌリンを負荷して行うイヌリン

クリアランス検査に限って生体検査費用として1,040点への増点を提案する。

イヌリンは難溶性のためバイアルの溶解作業から始まり薬剤調整まで、約 1.5

時間程度かかる。検査が始まると医師、看護師、検査技師は検査が終わるま

で約 120 分程度、直接的、間接的に拘束されてしまう人手がいる検査である。

【評価項目】  

Ⅲ-①再評価の理由 

（根拠、有効性等について必ず記載す

ること。） 

最近の統計報告では、2009 年の透析療法への導入患者が 37,543 人であり前年

に比べ 128 人減少している。この原因はイヌリンクリアランス導入による疫

学調査結果を基礎にした慢性腎臓病に対する普及・啓蒙活動もさることなが

ら、簡易計算法による糸球体濾過値の活用、治療手段の進歩等に負うところ

が多いと推察している。これらのことは慢性腎臓病患者の腎機能をイヌリン

クリアランス検査で正確に計る重要性を示唆するもので、更なる普及が必要

である。 

点数の見直しの場合  150 点→ 1,040 点 

Ⅲ-②普及性の変化 

・年間対象患者数の変化 

・年間実施回数の変化等 

年間対象患者数の変化 現在 1,800 人→ 

 5,000 人 増・減・変化無し 

年間実施回数の変化 現在 1,800 回→ 

  5,000 回 増・減・変化無し 

 ※根拠 

年間対象患者数 1,800 人は、2009 年度における医療機関への納入実績である。

イヌリンを発売して約 5年になるが、今だ普及に至らず安定供給も困難な状 

況である。年間対象患者数の変化 5,000 人増は、昨年首都圏と近県の基幹 

病院を対象に口頭アンケート調査を行った。内容は、イヌリンクリアランス 

検査が新たに生体検査費用として認められた場合の増加予想を集計したとこ 

ろ現在の症例数から約 2.5 倍増えると予想され、全国の検査数から計算する 

と約 5,000 人程度となる。 

Ⅲ-③予想される医療費へ影響（年間） 予想影響額      23,4 億  円 増・減 
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（影響額算出の根拠を記載する。） 

・予想される当該技術に係る医療費 

・当該技術の保険収載に伴い減少又

は増加すると予想される医療費 

2009 年 4月～2010 年 3月におけるイヌリンクリアランス検査実施患者は全国

で約 1,800 人である。イヌリンクリアランス測定により正確なＧＦＲを得る

ことはＣＫＤの重症度判定に必須であり、それにより適切なＣＫＤ治療を行

うことができる。その結果、透析移行患者を減らす可能性が考えられる。生

体検査料が 1,040 点となり、イヌリンクリアランス検査が普及して 5,000 人

の患者に実施できた場合、予想される当該技術にかかる医療費は年間約 1.4

億円｛（検査料 10,400 円＋薬剤費 8,831 円＋測定料 9,600 円）×5,000 回}と

なる。検査法の普及による適切な早期治療介入と治療法の開発が奏効して、

年間透析導入患者 37,543 人の 1％の透析導入が抑制された場合、24.8 億円

（375 人×660 万円）の医療費が削減されることになり、年間医療費の削減額

は、23.4 億円（24.8 億円－1.4 億円）となる。しかるに、現在認められてい

るイヌリンクリアランスに関連して認められている保険点数は実施の手技料

などは認められておらず、きわめて低い診療報酬にとどまっている。 

当該検査は約 4時間を要し、検査法の普及には検査の質と医療関係者の 

労力に見合う診療報酬並びにディスポ・デバイス代金を含めた妥当性のある

診療報酬加算が必要である。 

 

Ⅲ-④算定要件の見直し等によって、

新たに使用される医薬品又は医療機

器（未採用技術の例にならって記載） 

１．特になし（別紙及び添付文書は不要） 

２．あり（別紙に記載） 

Ⅲ-⑤その他 「エビデンスに基づくＣＫＤ診療ガイドライン」（20009 年日本腎臓学会発刊）

において、ＧＦＲ測定のゴールドスタンダードはイヌリンクリアランスと明

記されている。 

Ⅲ-⑥関係学会、代表的研究者等  
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医療技術評価提案書（保険未収載技術用）【概要版】 

 
※各項目のポイントを簡潔に記載すること。 
※技術の概要を平易な用語や図表を用いて、A4 用紙 1 枚でまとめた資料を添付すること。 
※既に記載されている様式を変更することなく、空欄を埋める形で記載し、１枚に収めること。 

申請団体名 日本心臓血管外科学会 

技術名 心臓大血管再手術 

技術の概要 初回手術より 3カ月以上を経た大血管・心臓手術に対する手技 

対象疾患名 あらゆる大血管・心臓手術の再手術症例 

保険収載の必要性 大血管・心臓疾患の再手術は癒着による再開胸時の大血管・心臓損傷を伴う

こと、前回手術によりそれらの臓器が形態的変化を受けているために目的手

術自体も極めて高難度となる。胸骨に大血管・心臓が接触している際には特

に大腿動静脈経由の人工心肺の補助、患者冷却後の循環停止といった特殊な

技術が必要とされる。手術の難易度の増加に加え、手術時間も初回手術に比

べて明らかに長時間となり、それに伴う交代人員を含めた手術に携わる人員

数が増加する。 

【評価項目】  

Ⅰ-①有効性 

・治癒率、死亡率、QOL の改善等 

・学会のガイドライン等 

・エビデンスレベル 

エビデンスレベル（別紙参照）； I   
初回手術と比べ明らかに手術手技上の難易度・危険性の増加がみられ、手術時間の
延長、必要人員数の増加が見込まれる。綿密な術前管理、手術計画、熟練医師の参
加を含めたチーム医療の編成への配慮が必要となる。この技術に対しての保険加算
が可能となることで、より充実した術前・術中管理の達成が可能となり、手術成績
の向上が見込まれる。 

Ⅰ-②安全性 

・副作用等のリスクの内容と頻度 

日本胸部外科学会学術調査によると手術の在院死亡率は初回手術と比較し

た場合、明らかに高値であるが、穏やかに向上している。2008 年統計では 

初回 vs 再手術：弁膜症 3.3% vs 7.1%冠動脈バイパス術 1.2% vs 6.1% 

慢性解離性大動脈瘤 8.7% vs 17.6%非解離性動脈瘤 5% vs 15.3%であった。

Ⅰ-③技術的成熟度 

・学会等における位置づけ 

・難易度（専門性、施設基準等） 

学会や専門医制度として技術に対しての特別な位置づけはないが、各施設の

長、修練指導医が行っているのが現状である。 

Ⅰ-④倫理性・社会的妥当性 

（問題点があれば必ず記載） 

問題なし 

Ⅰ-⑤普及性 

・年間対象患者数 

・年間実施回数等 

年間対象患者数   3,000     人 

年間実施回数   3,000      回 

年間手術症例数の約 5%が再手術症例である。 

Ⅰ-⑥効率性 

・新規性、効果等について既存の治

療法、検査法等と比較 

手術手技上の難易度は高いものの、特に手技に新規制はなく、また効果にお

いて既存の治療法と異なるものではない。2008 年日本胸部外科学会学術調

査によると心臓・大血管手術症例数は 57,941 例であり、その内の 5%が再手

術症例であった。年間に約 3,000 例が該当すると考えると心臓・大血管手術

手技料の 50%加算として算定すると約 150,000,000 の算出増となる。予想影

響額  150,000,000 円 増  

既存の技術；診療報酬の区分番号  技術名    

Ⅰ-⑦診療報酬上の取扱  

・妥当と思われる区分 

（一つに○をつける） 

C 在宅 D 検査 E 画像 F 投薬 G 注射 H リハビリ I 精神 

J 処置 K 手術 L 麻酔 M 放射線 N 病理・その他  ○Ｋ手術 

・妥当と思われる点数及びその根拠 点数 既存手術手技料の 50%加算  点（１点１０円） 

≪1≫  外保連試案点数（試案にない場合は妥当な点数）：既存手術手技料の

50%加算≪2≫  別途請求が認められていない必要材料と価格（定価）：0円 
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